
 平成 24 年 5 月 2 日 

石 川 県 警 察 本 部 
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「IP 防犯ネット」情報 Vol.61 
～還付金等詐欺に注意～ 

 

 

ＡＴＭでは、 
還付金を受け取る手続きはできません！ 

 

「医療費等を返すのでＡＴＭへ行ってください。」 
という言葉は、詐欺と疑って下さい。 

相談専用ダイヤル ＃９１１０ 

振り込め詐欺に関する情報提供先は次のとおりです 

ストップ振り込メール furikomeip@police.pref.ishikawa.lg.jp 

市役所や社会保険事務所の職員等をかたり、医療費等の還付
があると電話を架ける。 

 

還付金を受け取る手続きをするためと嘘をつき、 
金融機関やコンビニのＡＴＭに向かわせる。 

携帯電話で話しながら、ＡＴＭを指示どおりに操作させ、現
金を振り込ませ騙し取る。 

５月１日、石川県内で社会保険事務所職員をかたった電話が
ありました。 

犯行の手口 

 還付金等詐欺の電話 


